
平成 21年 9月 29日   

内部統制システムの基本方針について 

 当社は、本日開催した取締役会において、内部統制システムの基本方針について一部を変更し、

下記のとおり決定いたしました。  

記  

1.基本的な考え方 

当社は、『如何なる市場環境変化の時代においても、高収益体質企業を実現させ、長年

蓄積してきた「人と技術」を通して、高品質の製品とサービスを提供し、価値創造企業

へ向けて更なる挑戦を行う。』との経営の基本方針を実現し、株主利益に根差したコーポ

レート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営監督機能を充実するた

めの各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令

遵守等を実行することによって、コンプライアンス強化に努めていきます。 

2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制 

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   取締役は 「企業理念」、「日本化学社員行動指針」に則り、日本化学グループ全体における

企業倫理の遵守および浸透を率先垂範して行う。さらに監査役は取締役からの報告を通じ、適

合性を確認する。 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

   取締役は職務の執行に係る情報を、善管注意義務を持って文書または電磁的方法により記

録保管する。 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

   「リスク管理規定」を制定し、リスクを種類別に分け、各部・室にて各々の規定・マニュアルに

より推進する。 

 

 



④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

   意思決定、監督を担う取締役の機能と業務執行を担う執行役員の機能を分離し、両機能の

責任を明確にして、経営の透明性向上を図り、会社経営の健全性に努める。 

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

   従業員には「日本化学社員行動指針」を配り、法令を遵守するよう強く訴える。さらに業務監

査室は、業務監査を通じて、改善、指導等の意見をまとめ経営会議に報告し、是正する。 

⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

   経営企画部は、関係会社の監査を行い、その監査結果を業務監査室及び監査役に報告し、

疑義ある場合は、業務監査室、監査役は改めて監査を行い、その結果を経営会議に報告し、

是正する。 

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

   業務監査室員が対応し、職務執行に当たっては監査役会の指揮命令を受け、当該使用人

の異動等役割変更については、監査役会の承認を得て行う。 

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

   取締役及び使用人は、業務遂行に関する重要事項について監査役に報告する。監査役は、

監査業務を通じ従業員から得た重要事項に関し、監査役会において他の監査役に報告し、情

報の共有化に努める。 

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  監査役、会計監査人及び業務監査室員は、監査業務において連携を図り、効率のよい監査

を実行できるよう取締役及び使用人は支援する。 

3.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、反社会的勢力排除に向けた取り組みについて以下のとおり宣言し、これを日本化学

全社員に周知徹底しております。 

  

 私達は、企業としての社会的責任を果たすため、企業全体として「反社会的勢力の不当な要

求には絶対に応じない」という確固たる信念のもとに、自信に満ちた対応をします。 

 暴力団等の問題は、経営者自らが、また社員が一丸となって、企業の存続に関わる重要な事

項であることを認識し、平素から警察や弁護士等と緊密な連絡を保ち、法律、社会のルールに

則った誰もが納得する行動をとります。 

 以上 


